
認定申請

申請事項
・事業計画の概要
・保存活用団体の概要
・事業に係る物件の所有者・管理者
の同意書

受理・審査・意見聴取 協議
一定の要件を満たすか協議

要件
１ 関連文化財群の保存活用事業
・地域内に広がりをもっている
・他団体等との連携に配慮
・地域のまちづくりや活性化に寄与

２ 具体的な事業計画をもつ

３ 若手の育成など、継続性を有する
団体がある

４ 事業に係る物件の所有者・管理者
からの同意

承認・意見認定書

活動
※補助事業申請は年度ごと

まつもと文化遺産認定制度フロー図

認定・公示

⇒将来にわたって市民が主体となった継続的・一体的な文化財群の保存活用を図る

参考

２ 事業

１ 認定までの流れ

保存活用団体 まつもと文化遺産
保存活用協議会

教育委員会
（事務局文化財課）

補助申請 審査・意見聴取
（地域づくりセンターなど）

交付


